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会 議 の 概 要 

開会　１５時０分 

 

開 会 

教 育 長（岸正博君）出席委員、全員でありますので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第３項の規定に基づき、会議は成立いたします。 

　　それでは、ただ今より令和７年第１２回藤岡市教育委員会定例会を開会します。 

　　初めに、議事録署名人の指名を行います。藤岡市教育委員会会議規則第２０条第１項

に基づき、秋山書記を指名します。 

 

 

日程第１　第１０回臨時会の議事録の承認 

教 育 長（岸正博君）日程第１、第１０回臨時会の議事録の承認についてですが、各委員

におかれましては、訂正箇所等がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）第１０回臨時会の議事録を承認することで、よろしいでしょうか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）第１０回臨時会の議事録は承認されました。 

 

 

日程第２　第１１回定例会の議事録の承認 

教 育 長（岸正博君）日程第２、第１１回定例会の議事録の承認についてですが、各委員

におかれましては、訂正箇所等がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）第１１回定例会の議事録を承認することで、よろしいでしょうか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）第１１回定例会の議事録は承認されました。 

 

 

日程第３　教育長の諸報告 

教 育 長（岸正博君）日程第３、教育長の諸報告についてですが私から報告します。 
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教 育 長（岸正博君）最初に教育総務課です。 

　　教育委員会では、教育に対する関心と理解を深めてもらい、本市の教育の充実と発展

を図るため、１１月３日をふじおか教育の日と定めるとともに、１０月１６日から１１

月１５日までをふじおか教育月間としています。小中学校では地域に開かれた学校を目

指して、学習成果を発表する催しを行うこととしており、各課においても各種の行事等

を計画、実施しています。これら行事予定につきましては、１０月号の広報ふじおかで

紹介しました。 

　　次に学校教育課です。 

　　授業改善に向けた取組みでは、２学期は各小中一貫校の代表による計画訪問や、要請

訪問等を行い、「これまで、ここでは、このあとは」の学びのつながりを大切にすると

ともに、ＩＣＴ等を有効活用するなど工夫しながら、児童生徒の意欲を高め、主体的な

学習を促す授業改善に取り組んでいます。この後、市や県の指定校における公開授業や

研究会を実施予定です。 

　　中学校では、１０月４日に藤岡多野駅伝競走大会が市運動公園陸上競技場及び周辺

コースを使って開催されました。男子は北中学校、女子は西中学校が優勝しました。北

中男子は大会新記録での優勝だったことから、１１月８日に開催される県大会での活躍

が期待できます。 

　　小学校では、１０月９日に市陸上教室記録会が開催されました。上位入賞者は、１０

月２８日に行われる県大会に出場します。 

　　次に生涯学習課です。 

　　１０月１５日には教育委員の皆さんにもご出席いただいた青少年健全育成大会がみか

ぼみらい館で開催され、２３０名の参加がありました。 

　　内容は、少年の主張藤岡市大会の最優秀者３名の発表や人工知能研究者黒川伊保子講

師による「しあわせ脳に育てよう」と題し、講演をいただきました。 

　　９月の総合学習センターの利用状況は、文化施設利用２５８団体、３，２５７人、体

育施設利用１６０団体、１，７３７人、合計４１８団体、４，９９４人でした。 

　　次に、文化財保護課です。 

　　藤岡歴史館では１０月６日から１０日までの１週間、チャレンジウィークとして中学

校３校から７名を受け入れ、文化財保護課の業務を体験してもらいました。主な業務は、

指定文化財管理として史跡七輿山古墳や白石稲荷山古墳のゴミ拾いと古墳に生えている

桜の木のクビアカツヤカミキリの被害調査、藤岡歴史館の作業でＰＲパネル作成作業や

企画展の準備作業、埋蔵文化財体験として実際の遺跡の発掘調査、世界遺産の周知とし
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て高山社跡の解説補助や清掃などです。なお、今年は猛暑が過ぎた時期であったため、

安心して屋外活動を実施することができました。 

　　世界文化遺産高山社跡ですが、今年度整備工事について、一部発掘調査による遺跡の

確認が急遽必要となりました。急ぎ文化庁や県と協議して、１１月から追加で発掘調査

を行う準備を進めております。 

　　埋蔵文化財発掘調査については、保美地区ほ場整備事業の発掘調査が終盤に差し掛

かっており、１０月１３日に現地説明会を開催しました。発掘された竪穴住居跡の中で

規模が７．８×８．８ｍという大型住居があり、市内では現状で２番目の大きさである

ため、今回の目玉として紹介しました。説明会では１０時、１１時３０分、１４時の３

回で担当者による解説を行い、当日の参加者は合計で８３人でした。 

　　９月の入場者数は、高山社跡６３５人、藤岡歴史館は４６５人でした。また、デジタ

ル博物館９月のアクセス数は１８，１０７件でした。 

　　次にスポーツ課です。 

　　大会関係では、１０月５日、日曜日に第７１回市民卓球大会、１２日、日曜日に第３

４回市民秋季グラウンドゴルフ大会、１９日、日曜日に第５２回市民秋季弓道大会、第

１１回市民ボウリング大会など４大会が開催され、合計で２５５人が参加いたしました。 

　　教室関係では、市民初心者ソフトテニス教室、太極拳教室、知的障がい者水泳教室、

やわらかダンベル教室と合わせなど４教室が前月から継続して開催され、合計で２１５

人が参加いたしました。 

　　最後に学校給食センターです。 

　　１０月８日から１０日までの３日間、藤岡北高等学校フードビジネスコースの学生２

名を短期インターンシップで受け入れました。１０月１５日には、鬼石北小学校で１年

生を対象に、食べ物の栄養や野菜を食べることの大切さなど、食に関する指導を行いま

した。 

　　以上、教育長報告といたします。 

教 育 長（岸正博君）ただ今の諸報告について、ご質問がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）質問もないようですので、教育長の諸報告を終わります。 

 

 

日程第４　議案第３３号　藤岡市スクールバス管理運行規程

の一部改正について 
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教 育 長（岸正博君）次に、日程第４、議案第３３号、藤岡市スクールバス管理運行規程

の一部改正について事務局より説明をお願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）議案第３３号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）藤岡市スクールバス管理運行規程の一部改正について、ご説明申し上げます。 

　　令和７年第１回市議会定例会、３月議会で、藤岡市立日野小学校を藤岡市立平井小学

校へ統合することを目的に、藤岡市立学校設置条例が一部改正されたことに伴い、藤岡

市スクールバス管理運行規程の一部改正を行う必要が生じました。 

　　今回の改正では、第２条及び第５条中スクールバスが所属する学校及び児童が所属す

る学校として「日野小学校」と規定されている部分を「平井小学校」に改め、第２条中

スクールバスの格納場所として「日野小学校」と規定されている部分を「旧日野小学校」

に改めるものです。 

　　また、第５条中スクールバスの利用対象となる行政区は、改正前は第６７区から第７

０区の区域から日野小学校と西中学校に通学する児童生徒で、日野地区の一部が対象で

したが、改正後は第６５区から第７０区の区域から平井小学校と西中学校に通学する児

童生徒となり、日野地区全体に対象範囲が拡大されます。 

　　なお、この日野地区の利用者の範囲の改正に伴い、他のスクールバスの利用範囲の表

記方法を改めました。 

　　施行期日は、藤岡市立学校設置条例の一部改正の施行と同日である令和８年４月１日

とするものでございます。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第３３号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第３３号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第３３号、藤岡市スクールバス管理

運行規程の一部改正については、原案のとおり承認されました。 

 

 

閉 会 

教 育 長（岸正博君）以上で、本委員会に提出されました議案の審議は全て終了しました
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ので、本日の会議を閉会します。 

閉会　１５時１３分 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

　令和７年１１月１８日 

 

教育長　　岸 　 正 博　　 

 

書 記　　秋 山 智 行　　


